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令和８年度 法科大学院入学者選考試験【後期日程】法律科目試験 
出題の趣旨及び解答の指針 

 

 

【憲法】 

（第１問） 

 本問は、最判平 5・9・10 判時 1472 号 69 頁の事案に基づくものである。そこでは、受

刑者に対する図書の閲読不許可処分が憲法に違反しないかが争われている。閲読の自由

の憲法上の保障と、刑務所長の裁量権の関係が問題となる。その際に、刑事施設の被収容

者（いわゆる特別の法律関係にあるとされる者）の人権の制限をどのように考えるかが、

重要な論点である。よど号ハイジャック記事抹消事件判決（最大判昭 58・6・22 民集 37

巻 5 号 793 頁）に示された最高裁判例の考え方を踏まえつつ、設問の事案との異同も考

慮して、解答することが求められよう。 

 

（第２問） 

 本問は、日本国憲法における違憲審査制の性格について、司法権との関係を踏まえた

基礎的理解と応用を問うものである。小問（１）においては、違憲審査制（憲法 81 条）

の意義、付随的違憲審査制及び抽象的違憲審査制という類型の典型的特質を説明した上

で、少なくとも、通説である付随的違憲審査制説に従い、日本国憲法が定める違憲審査制

は付随的違憲審査制であること、判例も、その理解について学説の争いはあるものの、抽

象的違憲審査を否定し、付随的違憲審査制説の立場と解し得ることを、理由とともに明

らかにすることが求められる。特に、付随的違憲審査制とする理由の一つとして、違憲審

査権は司法権（憲法 76 条 1 項）の範囲内で行使され、司法権は法律上の争訟を裁判する

権限（裁判所法 3 条 1 項）と同義と解されることを敷衍して述べる必要がある。小問（２）

においては、付随的違憲審査制説を前提にすると、客観訴訟は法律において特に定める

権限（裁判所法 3 条 1 項）として裁判所に授権されるから、裁判所が客観訴訟において

違憲審査権を行使することは、付随的違憲審査の範囲を超えるのではないかという憲法

上の問題が生ずることを説明し、それにもかかわらず客観訴訟における違憲審査は可能

であると結論するための憲法解釈を、学説の議論を参考にして展開することが求められ

る。 

 

【刑法】 

（第１問） 

 本問では、共同正犯等の基本的な成立要件の充足の有無とともに、特に、共謀の射程な

いし共犯関係の解消が重要な論点として扱われる。Y と Z の罪責においては、共謀の射程

ないし共犯関係の解消に関してパターンの異なる場合が問題とされている。共謀の射程

ないし共犯関係の解消の有無を判断するにあたり、規範を適切に定立できているか、そ

のあてはめを的確に行っているかを問うものとなっている。 

 
（第２問） 

 本問は、最決昭和 56 年 4月 8 日（刑集 35巻 3 号 57頁）の事案に基づき、Ｘの行為につ

いて有印私文書偽造罪及び同行使罪（刑法 159 条 1 項・161 条 1 項）の成否を問うもので
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ある。中心的な争点は、交通事件原票中の供述書部分に、事前に「承諾」している他人の

名前を記入する行為が有形偽造にあたるかどうかである。上記判例は、「文書の性質」を

根拠として、名義人の承諾があっても有形偽造が成立しうるとしているが、仮にこの立場

に依拠するとしても、答案においてはより実質的な説明をすることが重要である。特に、

本問における「名義人」「作成者」がそれぞれ誰であるか（どのような属性を有する者か）

に関しては多様な見解があり、それらを意識して論じることが求められよう。もちろん以

上の前提として、交通事件原票の供述書部分が「事実証明に関する文書」にあたること、

Ｘには「行使の目的」が認められること、といった本罪の構成要件該当性を丁寧に確認す

べきことは言うまでもない。 

 
【民法】 
（第１問） 
 本問は、いわゆる取得時効と登記の問題のうち、時効取得の対象である不動産について

時効完成前に第三者が利害関係に入ってきた場合（以下、「時効完成前の第三者ケース」

という。）と、時効完成後に第三者が利害関係に入ってきた場合（以下、「時効完成後の

第三者ケース」という。）の問題について問うものである。また、時効完成後の第三者ケ

ースにおいて、第三者が登記をした後、占有者が再度取得時効の要件を充たす占有をした

とき、この再度の時効期間満了の効果に関する理解も問われている。 
 
（第２問） 
 本問は，特定物債務の保証における保証債務の範囲の理解を問う問題である。特定物債

務の保証についての保証契約の趣旨は、主債務者の不履行に基因して生じた債務について

責任を負うことにあり、主債務と保証債務の給付内容の同一性は現在では問題とされてい

ない。 
（１）について、保証債務の範囲には，主債務に関する利息，違約金，損害賠償その他

全ての従たる債務が含まれる（４４７条１項）。そこで主債務であるＢのＡに対する損害

賠償請求権の有無と範囲が問題となる。ＢのＡに対する甲の引渡債務の履行は，Ｅへの引

渡しにより不能となった（１７８条・４１２条の２第１項）。Ａには，Ｂの不履行によっ

て甲を取得できなかったことによる損害が生じているので、履行に代わる損害賠償請求権

が成立する（４１５条１項本文・２項１号）。Ａの損害は目的物の価値とＦへの転売利益

の合計であるところ，転売利益まで賠償範囲に含まれるかが問題となる。本問では，Ａが

美術商であるため，転売利益も「通常損害」（４１６条１項）に含まれると考えられる。

（２）では，主債務を発生させる契約の履行不能による解除による原状回復義務（５４５

条１項本文）が，保証債務の範囲に含まれるかが問題となる。原状回復義務は本来の契約

上の債務と発生原因が異なり同一性を欠くため「従たる債務」（４４７条１項）に当たら

ないとも考えられる。しかし、保証契約の趣旨に照らせば、原則的に、保証人は特定物の

売主の債務不履行により解除された場合の原状回復債務について責任を負う（最大判昭和

４０年６月３０日民集１９巻４号１１４３頁）。 
 

【商法】 

 問１は表見代表取締役について問うものである。会社法 354 条の要件に即して論じる

ことが求められる。会社を代表する権限を有するものと認められる名称、会社が名称を
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付したこと、善意の第三者等である。なお、第三者の主観的要件につき、判例は、善意・

無重過失を求める。 

 

 問２は、取締役会設置会社とそれ以外の会社での、株主総会の権限の違い、その理由を

問うものである。株主総会の権限については、会社法 295 条 1 項 2 項が定める。なぜ、そ

のような違いが設けられているかについては、所有と経営の分離といった観点からの説明

が考えられる。 
 

【民事訴訟法】 

 問１は、上訴不可分の原則によって、原判決の全体について確定遮断効と移審効が生じ

るものの、不利益変更禁止の原則によって、上訴審の審判対象は上訴人の不服申立ての範

囲に限定される、という関係にあることについて、適切に説明することを求めるものであ

る。 
 
 問２は、後訴における特定の事実の主張が前訴の既判力によって妨げられるわけではな

いものの、前訴において同一の事実の主張について審理判断がなされている場合について、

後訴における当該事実の主張が許されない旨の結論を導くための法律構成を問うものであ

り、既判力についての正確な理解と上記の法律構成として争点効などがあり得ることなど

を踏まえて、適切に立論することを求めるものである。 
 

【刑事訴訟法】 

 刑事証拠法の領域において重要な伝聞法則について出題した。本問では、ＩＣレコーダ

ーに記録された音声（供述）の証拠法上の取り扱い、また、同一目撃者の公判廷証言と公

判廷外供述の内容が相反する場合の取り扱いについて問うた。 
 解答にあたっては、伝聞法則に対する基本的な理解、同法則の趣旨などを正確に理解し

ているか、また単なる紙媒体ではなく、ＩＣレコーダーに記録された供述の伝聞証拠性の

問題をどう考えるかといった論点について適切に論じることが求められる。さらに、伝聞

例外要件に該当せず、証拠能力が認められない場合でも、立証趣旨を変更することによっ

て対応できないかといった問題についても検討し、これに対して適切に論じることが求め

られる。 
 

【行政法】 

本問は、最一小判平成 21 年 11 月 26 日民集 63 巻 9 号 2124 頁をモデルとして、市の設

置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為に、処分性が認められるか否かを問うも

のである。 

 具体的には、処分性の定式やその構成要素に関する正確な理解を前提に、参考条文に

基づき当該保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者が有する法的地位を導出

したうえで、条例制定行為が本来有する一般的・抽象的な性質との対比を意識しつつ、本

件条例制定行為が行政庁の処分と実質的に同視しうるものであることを、上記判例に従

って適切に論証することが求められる。 




